
別表２（第６条関係） 

計画承認採点基準 

項目 申請者の状況 指数 

１．基準指数（必須条

件） 

１．１．申請者区分 

 

 

 

①認定農業者 

 

 

②認定新規就農者 

 

 

③集落営農組織（法人） 

 

 

④集落営農組織（非法人） 

カ．［交付申請年度］－［集落営農組織設立

年度］＝５年未満 

 

キ．［交付申請年度］－［集落営農組織設立

年度］＝５年以上１０年未満 

 

ク．［交付申請年度］－［集落営農組織設立

年度］＝１０年以上１５年未満 

 

ケ．［交付申請年度］－［集落営農組織設立

年度］＝１５年以上２０年未満 

 

コ．［交付申請年度］－［集落営農組織設立

年度］＝２０年以上 

 

 

 

８ 

 

 

１０ 

 

 

１０ 

 

 

 

１０ 

 

 

８ 

 

 

６ 

 

 

４ 

 

 

２ 

 



項目 申請者の状況 指数 

２．調整指数（加算・減

算条件） 

２．１．確定申告 

 

 

 

２．２．地域計画 

 

 

 

２．３．法人化 

 

 

 

 

 

２．４．地域雇用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画承認申請をする前年に青色申告をしてい

る。 

 

 

目標地図に位置づけられている、若しくは位

置づけられることが確実と見込まれるもの。 

 

 

①［交付申請年度］－［法人設立年度］＝５年

未満 

②［交付申請年度］－［法人設立年度］＝５年

以上 

 

 

①常時労働者数 

ア．計画承認申請時点で、申請者が雇用して

いる労働者が５名以上（ただし、臨時雇用

を除く） 

イ．計画承認申請時点で、申請者が雇用して

いる労働者が３名以上５名未満（ただし、

臨時雇用を除く） 

ウ．計画承認申請時点で、申請者が雇用して

いる労働者が１名以上３名未満（ただし、

臨時雇用を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

５ 

 

 

 

１０ 

 

８ 

 

 

 

 

４ 

 

 

３ 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 



項目 申請者の状況 指数 

２．５．就農希望者育成

実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．６．農地維持および 

農地活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①親方農家 

ア．計画承認申請時点で、親方農家として登

録されていて、２年以上の研修（ただし、

研修生と雇用契約を結んでいるものに限

る）を受け入れている。 

イ．計画承認申請時点で、親方農家として登

録されていて、１年以上２年未満の研修

（ただし、研修生と雇用契約を結んでいる

ものに限る）を受け入れている。 

ウ．計画承認申請時点で、親方農家として登

録されている。 

 

 

①所有、および利用権設定している農地面積 

ア．計画承認申請時点で、申請者が所有およ

び利用権設定している農地面積が２ｈａ

以上（集落営農組織にあっては、構成員が

所有、利用権設定している農地面積の合計

で換算することも可） 

イ．計画承認申請時点で、申請者が所有およ

び利用権設定している農地面積が１ｈａ

６０ａ以上２ｈａ未満（集落営農組織にあ

っては、構成員が所有、利用権設定してい

る農地面積の合計で換算することも可） 

ウ．計画承認申請時点で、申請者が所有およ

び利用権設定している農地面積が１ｈａ

２０ａ以上１ｈａ６０ａ未満（集落営農組

織にあっては、構成員が所有、利用権設定

している農地面積の合計で換算すること

も可） 

 

４ 

 

 

 

３ 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

１０ 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 



項目 申請者の状況 指数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．７．畜産振興 

 

 

 

２．８．女性の活躍 

 

 

２．９．年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ．計画承認申請時点で、申請者が所有およ

び利用権設定している農地面積が８０ａ

以上１ｈａ２０ａ未満（集落営農組織にあ

っては、構成員が所有、利用権設定してい

る農地面積の合計で換算することも可） 

オ．計画承認申請時点で、申請者が所有およ

び利用権設定している農地面積が４０ａ

以上８０ａ未満（集落営農組織にあって

は、構成員が所有、利用権設定している農

地面積の合計で換算することも可） 

 

 

① 成牛を飼養頭数が１０頭以上 

② 成牛の飼養頭数が ５頭以上 

 

 

申請者が女性であること 

 

 

①申請者の年齢 

ア．計画承認申請時点で、申請者の年齢が４

０歳未満 

イ．計画承認申請時点で、申請者の年齢が４

０歳以上５０歳未満 

ウ．計画承認申請時点で、申請者の年齢が５

０歳以上６０歳未満 

エ．計画承認申請時点で、申請者の年齢が６

０歳以上７０歳未満 

オ．計画承認申請時点で、申請者の年齢が７

０歳以上 

 

４ 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

５ 
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項目 申請者の状況 指数 

 

２．１０．役員加算 

 

 

 

 

２．１１．所得加算 

 

 

 

 

 

 

 

２．１２．事業の利用実   

     績 

 

 

 

集落農会長や農業委員、洲本市地域農業活性

化協議会など、洲本市と関係する農業関係の

役員に就任していること 

 

 

①前年の農業所得（認定新規就農者以外） 

ア．前年農業所得が４５０万円以上 

イ．前年農業所得が２２５万円以上 

②前年の農業所得（認定新規就農者） 

ア．前年農業所得が２００万円以上 

イ．前年農業所得が１００万円以上 

 

 

① 交付申請年度より、前年度、前々年度に事

業を活用した。 

② 交付申請年度より、３年度前に事業を活用

した。 

③ 交付申請年度より、４年度前に事業を活用

した。 

④ 交付申請年度より、５年度前に事業を活用

した。 

 

２ 

 

 

 

 

 

２ 

１ 

 

２ 

１ 
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－１０ 

 

－５ 

 

－３ 

 

  



別表３（第６条関係） 

計画承認採点基準が同一指数の場合の優先順位 

優先順位 項目 申請者の状況 

第１位 申請者の年齢 計画承認申請時点で、申請者の年齢がより低い申

請者を優先する。 

第２位 利用権設定して

いる農地面積 

計画承認申請時点で、申請者が利用権設定をして

いる農地面積（集落営農組織にあっては構成員が

利用権設定している農地面積の合計）がより多い

申請者を優先する。 

第３位 自己負担額 計画承認申請時点で、申請している事業費に占め

る自己負担額がより多い申請者を優先する。 

 


